
2高山市議会ぎかいだより 第１０号3 高山市議会ぎかいだより 第１０号

１２月定例会報告

12
月
定
例
会
が
12
月
３
日
か
ら
12
月
21
日
ま
で
開

催
さ
れ
、
条
例
や
補
正
予
算
な
ど
16
件
が
審
議
さ
れ

ま
し
た
。
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
・
承
認
・

同
意
し
ま
し
た
。

12
月
定
例
会
の
結
果
を
報
告
し
ま
す

〈
報
第
11
号
〉
損
害
賠
償

の
額
の
決
定
の
専
決
処
分

に
つ
い
て

除
雪
に
よ
り
集
積
し
た
雪

の
重
み
で
破
損
し
た
屋
外

灯
油
配
管
か
ら
の
灯
油
漏

れ
事
故
等
の
報
告
。

〈
報
第
12
号
〉
平
成
24
年

度
高
山
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）
の
専
決

処
分
に
つ
い
て

衆
議
院
議
員
選
挙
に
伴
う

選
挙
費
の
補
正
予
算
の
報

告
。

〈
議
第
76
号
〉
高
山
市
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

55
歳
超
の
職
員
の
昇
給
抑

制
の
実
施
と
43
歳
未
満
の

職
員
の
昇
給
抑
制
の
回
復
。

【
質
疑
】
人
事
院
勧
告
に

基
づ
い
て
と
の
説
明
だ
が
、

条
例
改
正
に
市
独
自
の
考

え
は
入
っ
て
い
る
の
か
。

【
答
弁
】
東
日
本
大
震
災

の
影
響
を
受
け
て
、
人
事

院
勧
告
の
完
全
実
施
を
２

年
遅
ら
せ
て
い
る
。
そ
の

関
係
で
若
干
取
り
扱
い
が

国
と
は
違
っ
て
い
る
が
人

事
院
勧
告
に
沿
っ
た
対
応

と
し
て
い
る
。

【
質
疑
】
24
年
度
の
当
初

予
算
と
比
較
し
て
人
件
費

の
変
化
は
あ
る
の
か
。

【
答
弁
】
ほ
ぼ
同
じ
財
源

と
な
っ
て
お
り
、
現
在
の

人
件
費
予
算
を
下
回
る
要

素
に
は
な
る
と
見
て
い
る
。

委
員
会
審
査

【
質
疑
】
勤
務
成
績
区
分

は
ど
の
よ
う
な
基
準
で
誰

が
判
断
す
る
の
か
。

【
答
弁
】
勤
務
評
定
マ
ニ

ュ
ア
ル
に
基
づ
き
評
定
す

る
。
３
つ
の
区
分
で
上
位

の
管
理
職
、
さ
ら
に
上
位

の
管
理
職
が
評
定
す
る
二

重
チ
ェ
ッ
ク
と
し
て
い
る
。

※
本
議
案
は
総
務
企
画
委

員
会
で
審
査
し
、
12
月
21

日
の
委
員
長
報
告
後
、
全

員
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

〈
議
第
77
号
〉
高
山
市
手

数
料
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
い
、
所
得
税
の
軽
減
等

の
優
遇
措
置
の
た
め
の
認

定
事
務
手
数
料
を
定
め
る

た
め
の
改
正
。

【
質
疑
】
低
炭
素
住
宅
は

指
定
さ
れ
た
仕
様
や
設
備
、

す
べ
て
を
満
た
す
必
要
が

あ
る
の
か
。

【
答
弁
】
一
定
の
Ｃ
Ｏ
２

の
削
減
効
果
を
図
る
た
め

建
物
全
体
で
性
能
を
満
た

す
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

設
備
は
太
陽
光
発
電
パ
ネ

ル
等
８
種
類
の
中
か
ら
２

つ
組
み
合
わ
せ
る
必
要
が

あ
る
。

【
質
疑
】
長
期
優
良
住
宅

と
比
べ
若
干
手
数
料
が
安

い
が
根
拠
は
あ
る
の
か
。

【
答
弁
】
審
査
に
係
る
人

工
数
を
算
定
し
、
そ
れ
に

職
員
の
労
務
単
価
を
か
け

た
県
の
基
準
に
基
づ
い
て

い
る
。

※
本
議
案
は
基
盤
整
備
委

員
会
で
審
査
し
、
12
月
21

日
の
委
員
長
報
告
後
、
全

員
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

〈
議
第
78
号
〉
高
山
市
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
等
の
指
定
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
に

つ
い
て

〈
議
第
79
号
〉
高
山
市
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
に
つ
い
て

〈
議
第
80
号
〉
高
山
市
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
並
び
に
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支

援
の
方
法
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
に
つ
い
て

※
議
第
78
号
〜
議
第
80
号

に
つ
い
て
は
一
括
議
題

【
質
疑
】
地
域
主
権
一
括

法
の
枠
組
み
の
な
か
で
の

改
正
な
の
か
、
介
護
保
険

法
の
改
正
は
あ
る
の
か
。

【
答
弁
】
地
域
主
権
一
括

法
に
よ
る
介
護
保
険
法
の

改
正
で
あ
り
、
そ
の
経
過

の
中
で
行
う
も
の
で
あ
る
。

【
質
疑
】
今
ま
で
の
サ
ー

ビ
ス
と
何
が
違
う
の
か
。

【
答
弁
】
よ
り
地
域
に
密

着
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

し
よ
う
と
す
る
も
の
。

委
員
会
審
査

【
質
疑
】
市
内
各
地
域
に

お
け
る
サ
ー
ビ
ス
供
給
量

の
違
い
に
つ
い
て
ど
う
考

え
る
か
。

【
答
弁
】
事
業
者
の
参
入

を
促
す
よ
う
協
議
を
し
て

い
き
た
い
。

【
質
疑
】
施
設
の
総
量
規

制
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
か
。

【
答
弁
】
総
量
規
制
に
関

す
る
法
改
正
は
な
い
た
め
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
で
あ
る
。

【
質
疑
】
定
期
巡
回
・
随

時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
所
参
入
、

利
用
の
見
込
み
は
。

【
答
弁
】
介
護
保
険
事
業

計
画
で
１
事
業
所
の
参
入

を
見
込
ん
で
い
る
が
、
現

在
の
と
こ
ろ
参
入
は
な
い
。

【
質
疑
】
小
規
模
多
機
能

型
の
指
定
に
は
、
通
所
介

護
・
訪
問
介
護
・
短
期
入

所
の
３
つ
の
サ
ー
ビ
ス
が

必
要
な
の
か
。

【
答
弁
】
通
所
介
護
・
訪

問
介
護
・
短
期
入
所
の
３

つ
の
サ
ー
ビ
ス
が
一
体
で

提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

【
質
疑
】
苦
情
処
理
の
方


